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   ＩＣＴ教育機器の買入れについて  

 

上記の議案を提出する。  
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提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年４月台東区条例第８号）第３条の

規定に基づき提出します。  



   ＩＣＴ教育機器の買入れについて 

 

下記のとおり、ＩＣＴ教育機器を買い入れる。 

記 

１ 買入れの目的 

   小学校及び中学校教育指導用 

２ 買入れの品目 

電子黒板 ２５３台  

   書画カメラ ２５３台  

３ 買入れの方法 

   制限付一般競争入札後の随意契約 

４ 買入れの金額 

   ５,７９６万円  

５ 買入れの相手方 

  東京都台東区根岸五丁目１４番１６号  

   株式会社鈴木産業 本社 

    総務課長 鈴木 憲夫 


